
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

　東京都公安委員会により、被害者支援を
適正かつ確実に行うことができる法人と
して、「犯罪被害者等早期援助団体」に指定
されています。
　警察が支援を必要と判断した場合、被害者
やご家族の同意を得て、当センターに支援
要請が入ります。これにより、事件直後
からの速やかな支援が可能となっています。
　なお、役職員には守秘義務があります。

東京都と協働し、センター内に「犯罪被害者等の
ための東京都総合相談窓口」を設置しています。

面接相談
子ども・保護者に対して相談員に
よる相談や公認心理師によるカウ
ンセリングを行っています。

自宅訪問、警察署・検察庁・裁判所
等への付添いを行っています。

●　　

●　

●

●　　

相談・支援は、専門的訓練を受けた
相談員が行っています。

ご家族などからのご相談も受け付け
ています。

秘密は厳守されますので、安心して
ご相談ください。

相談・支援は無料です。

直接的支援

電話相談のほかに…
私たちのセンターでは

※これらの支援は、ご相談の状況に応じて行っています。

（多摩地域：042-506-1042）

東京都公安委員会指定  犯罪被害者等早期援助団体

東京都総合相談窓口

03-3222-9050
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03-3222-9053




